
 
平成１８年３月１６日 

経 済 産 業 省          

 

「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」について 

 
 経済産業省では、京都府宇治市の学習塾「京進宇治神明校」での事件を受け

て、（社）全国学習塾協会に対し、学習塾における子どもの安全を確保するた

めの「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」を策定するよう指導しま

した。 

 また、ガイドラインの策定に当たり関係省庁の知見を踏まえる場として、内

閣府、警察庁、文部科学省、経済産業省の４省庁の局長級の対策会議である「４

省庁局長会議」を設置し、昨年１２月から検討を進めてまいりました。 

 これらの指導等を受け、（社）全国学習塾協会は、有識者や学習塾関係者か

らなる「安全対策推進委員会」を設置し、本年１月からガイドラインの策定を

行ってきたところ、この度、同委員会が策定したガイドラインについて、４省

庁局長会議にて了承を得ましたので、公表いたします。 

 

１．ガイドラインの概要 

 
（１）趣旨 
 
 学習塾に通う子どもの安全を確保するため、①通塾時における安全の確保、

②学習塾教職員の資質の向上、③学習塾における安全を重視した学習環境の

整備の３点について、学習塾事業者等が遵守すべき共通の基本的方針を提示。 
 
（２）内容 

 
①通塾時における安全の確保 
○ 子どもに通塾方法・経路を届出させるように努めるとともに、通塾方

法・経路に関して、危険・要注意箇所、避難箇所について子ども及び保

護者の共通認識を得る。 
○ 不審者の出没に関する情報等について、子ども及び保護者から、また、

警察、学校などの関係機関と連携し、情報を迅速かつ確実に収集・提供

するための取組を進める。 



○ 可能な限り保護者の付き添いのもとに通塾することを奨励するととも

に、学習塾教職員は通塾・退塾時において出入口で安全確認を行う、危

険・要注意箇所において「あいさつ」や「声がけ」をするなど、子ども

の通塾を見守る。 
○ 防犯ブザー、位置情報端末・携帯電話などの防犯機器の携行を推進す

るとともに、使用方法について指導する。 
 
②学習塾教職員の資質の向上 
○ 履歴書に不備・不明・不整合な点がないか確認し、また、記載内容を

可能な範囲で検証するとともに、面接機会の複数化や面接時間の十分な

確保を図る。 
○ 学習塾内に安全教育責任者を置き、学習塾教職員に子どもの安全に関

する教育・研修を行うとともに、理解度を確認するための試験を行う。 
○ 学習塾教職員は、子ども及び保護者との関係において、倫理的な行動

に努める。 
 
③学習塾における安全を重視した学習環境の整備 
○ 学習塾内に業務監督責任者を置き、業務日報、教室巡回等の方法によ

り、学習塾教職員の業務及び行動を確認する。 
○ 全ての教室内について、防犯ベル等を設置する、内側から施錠できな

いようにする、死角を無くすなど、安全対策を講じる。 
○ 不審者侵入時や事故・災害時における学習塾教職員の役割分担を明ら

かにするとともに、保護者との連絡体制としての緊急時の連絡先リスト

を作成し、厳重に保管する。 

○ 危機管理マニュアルを作成するとともに、防犯訓練等を実施する。 

 

 

２．これまでの取組 

 

 平成１７年１２月１０日、京都府宇治市の学習塾「京進宇治神明校」での

事件を受けて、平成１７年１２月１２日に、経済産業省から（社）全国学習

塾協会に対し、学習塾における子どもの安全を確保するための万全の対策を

講じるよう指導。 

 また、二階経済産業大臣の提案を受け、ガイドラインの策定に当たり関係

省庁の知見を踏まえる場として、学習塾に通う子どもの安全を確保するため、

経済産業省、内閣府、警察庁、文部科学省の４省庁により、「学習塾に通う



子どもの安全対策に関する四省庁局長会議」を設置（※１）。 

 これらの指導等を受け、（社）全国学習塾協会では、「学習塾に通う子ども

の安全対策推進委員会」を設置（※２）し、より詳細な対策を具体的に示す「学

習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」を策定し、これをセミナーの開

催等により広く周知・普及することとしている。 

 

※１．学習塾に通う子どもの安全対策に関する四省庁局長会議 

○第１回 平成１７年１２月２７日 

○第２回 平成１８年３月１６日 

※２．学習塾に通う子どもの安全対策推進委員会 

○第１回 平成１８年１月１６日 

○第２回 平成１８年２月１５日 

○第３回 平成１８年３月１５日 

 

 

３．スケジュール 

 経済産業省は、（社）全国学習塾協会と共催で、ガイドラインの目的、考え

方、子どもの安全を確保するための対策等について、関係省庁とも連携しつつ、

広く周知・普及するためのセミナーを平成１８年３月１９日に京都、２０日に

東京において開催。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 商務情報政策局サービス産業課 

  担当者：鈴木、銀澤 

  電 話：０３－３５０１－１５１１（内線：４０４１～５） 

      ０３－３５０１－１７９０（直通） 
 



Ⅲ．安全を重視した学習環境の整備 

 

１．学習塾教職員の業務及び行動の監督・確認 

（１）代表者は、業務監督責任者を置き、全ての学習塾教職員の本ガイドライン

の遵守並びに業務及び教室における行動を点検・監督する。 

（２）業務監督責任者は、業務日報、映像、教室巡回等の方法により、学習塾教

職員を監督する。 

（３）業務監督責任者は、子ども及び保護者から任意で代表者及び全学習塾教職

員の業務と行動に関して、定期的にアンケートを取り、集計・分析し、本

ガイドライン遵守の重要な要素として活用する。 

 

２．学習塾内の施設・設備の安全確保 

 代表者は、学習塾の施設・設備の安全確保のために次に掲げる所要の措置を

講じる。 

（１）門や玄関等の施錠 

（２）受付場所等の設定 

（３）教室内等の安全対策 

（４）学習塾の施設・設備の安全点検 

（５）通報装置・防犯器具等の活用 

（６）不審者の隔離場所の設置 

 

３．緊急時における組織・連絡体制等 

（１）代表者は、緊急時において、迅速かつ的確な対応を図るため、組織連絡体

制を整備し、学習塾教職員に周知徹底する。 

（２）代表者は、防犯訓練等を、学習塾教職員、子ども及び保護者に対して行う

ように努める。 

 

４．不審者侵入時等の対応 

 代表者は、子どもの安全管理のために、外部からの危機を防止する危機管理

マニュアル等を作成し、学習塾教職員に周知徹底するとともに、必要な設備・

機器等を用意し、必要に応じて人員を確保する。 

 

 

【具体的運用例】 

 

１．学習塾教職員の業務及び行動の監督・確認 
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（１）業務監督責任者の設置について 

 

 代表者は、社内に業務監督責任者を置く。また、代表者は、必要に応じて業務監督責任

者を補佐する者を置く。 

 業務監督責任者は、本ガイドラインの遵守についてチェックを行い、内部牽制機能を果た

す。 

 

 代表者は、業務監督責任者を学習塾の内部から指名し、本ガイドラインの遵守及びそれに

係る業務監督の実施に関する責任及び権限を他の責任に関わりなく与え、業務監督責任者

として業務を行わせるものとする。 

 

 代表者本人が業務監督責任者である場合は、本ガイドラインの内容を理解し実践すること

によって、業務監督責任者としての業務を行うものとする。 

 

（２）業務監督責任者による学習塾教職員の業務及び行動の監督・確認について 

 

業務監督責任者は、次の方法により学習塾教職員の業務及び行動を監督する。 

 

① タイムカード等により、出勤状況を確認し、定められた勤務時間外に学習塾施設内にいる

場合は、特に監督・指導する。 

 

② 年間カリキュラム、授業予定表等に基づき適正な人員を配置し、確認する。 

 

③ 業務日報の提出、映像、教室巡回等の方法により、学習塾教職員の行動・業務内容を

確認する。 

 

④ 学習塾教職員の行動・業務内容を第三者が確認できるよう業務日報、映像等は整理し、

適正に保管する。 

 

（３）学習塾教職員の業務及び行動に関する子ども及び保護者からの情報の収集 

 

 学習塾教職員の業務及び行動をチェックする方法としては、以下の事項が挙げられる。 

 

① 子ども及び保護者から、任意で定期的に代表者及び学習塾教職員の業務と行動に関す

るアンケートを取り、集計・分析し、本ガイドライン遵守の重要な要素として活用する。 
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② お客様相談窓口を設置して、主として電話やメール等により保護者からの意見・要望・

苦情を受け付け、一元的に管理し、対応及び分析、チェックする体制を構築する。 

 

２．学習塾内の施設・設備の安全確保 

 

不審者等の侵入を未然に防止し、また、学習塾内の施設・設備の安全を確保するために、次

の事項の周知徹底を図る。 

 

（１）門や玄関等の施錠 

 

① 子どもが学習塾に出入りする時間帯は、施設の出入り口において学習塾教職員による出

入者のチェックを行う。 

 

② 施設の出入口、窓等の開口部について、子どもが出入りする時間帯を除いては施錠する

など、施設への入退室に関して適切に管理する。 

 

③ 施設への出入口を最小限に限定するとともに、インターホン、監視カメラ等の防犯機器を

活用し、侵入防止に努める。 

 

（２）受付場所等の設定 

 

① 受付場所等については、施設の出入口からの経路に制限を加え、来訪者が受付手続き

を済ませないと施設内部へ入れないようにする。 

 

② 受付場所以外の施設内部へ侵入経路は可能な限り施錠し、併せて「立入禁止」の旨を

明示する。 

 

③ 受付では、来訪者に対して、正当な用件による来訪かどうか確認の上、受付名簿に記入

をしてもらい、入室証の着用を要請することが望ましい。 

 

（３）教室内等の安全対策 

 

① 教室内は、低い仕切りやガラス窓を多用すること等により、監督・モニター上の死角をなく

すよう努める。個人指導の場合には、特に配慮する。 
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② センサーや防犯カメラ等の監視システムも活用するよう努める。なお、当該監視システムに

ついては、代表者以外の者が操作することができないようにする。 

 

③ 全ての教室に防犯ベルまたはそれに準ずるものを設置するよう努めるものとし、それらの

配置場所と使用方法を子ども及び学習塾教職員に周知する。 

 

④ 全ての教室は内側からは施錠できないようにする。 

 

⑤ 教室内や施設内に死角となる場所がある場合には、可能な限り学習塾教職員の視界が

及ぶよう改善する。 

 

（４）学習塾の施設・設備の安全点検 

 

 門、塀、柵、扉、窓等の破損状況や防犯監視システム等の作動状況、避難経路について定

期的または必要に応じて臨時に点検し、不具合が生じている場合は迅速に改善措置をとる。 

 

（５）通報装置・防犯器具等の活用 

 

 不審者侵入時に備え、インターホンや電話、防犯ベル、防犯器具等について、使用方法を

確認し、定期的に使用訓練を実施する。 

 

（６）不審者の隔離場所の設置 

 

 施設内において、外部からの不審者を隔離する場所をあらかじめ決めておく。 

 

３．緊急時における組織・連絡体制等 

 

（１）組織・連絡体制について 

 

 ① 施設の代表者は、不審者侵入時や事故・災害時における学習塾教職員間の役割分担を

明らかにしておく。 

 

 ② 代表者等が不在であっても、全体としての活動に支障をきたさないように、学習塾教職員

間の役割分担についてあらかじめ周知する。 

 

 ③ 緊急時の対応の重要事項、役割分担、学校・警察・消防などの連絡先等を一覧にして掲
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示する。 

 

 ④ 保護者との連絡体制として緊急時の連絡先リストを作成し、特定の情報として厳重に保管

する。 

 

 ⑤ 緊急時の対応マニュアルとして、外部からの危機を防止する危機管理マニュアルの他

に、次のようなマニュアルを作成することが望ましい。 

ア 火災・地震等対応マニュアル 

イ 救命救急に関するマニュアル 

 

（２）防犯訓練等について 

 

 ① 代表者は、危機管理マニュアル等に基づいた防犯訓練等を実施する。 

 

 ② 代表者は、警察・消防等の専門家を招く、または専門書等の活用により、子ども及び学習

塾教職員に大声を出す、逃げるなど、とっさの行動の仕方について理解させ、さらには参

加・体験・実践型の訓練を行うことに努める。 

 

 ③ 子ども及び保護者は、可能な限り学習塾が実施する防犯訓練等に参加する。 

 

４．不審者侵入時等の対応 

 

① 代表者は、必ず危機管理マニュアルを作成する。 

 

② 危機管理マニュアル作成上、留意すべき点として次の事項が挙げられる。 

 

ア 声かけ 

 

・学習塾教職員は、施設内において、知らない人物を認めた場合、声かけ（あいさつ・要件

を聞く等）を行う。 

 

・「いらっしゃいませ」「こんにちは」などと声をかけながら、来訪の正当な理由の有無につい

て確認する。 

 

・特に受付を済ませていないと判断された場合は、必ず受付へ案内する。 
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イ 退去要請 

 

 来訪の正当な理由のない場合、または不審者の可能性の高い場合は、一定以上の距

離を保って丁寧に応対しながら、施設の外へ退去を求める。この際、可能な限り複数の学

習塾教職員で対応し、場合により代表者に連絡をとる。 

 

ウ 隔離・通報 

 

・来訪者が、退去要請を拒否したり、再侵入する場合は不審者として、１１０番通報するとと

もに、子どもから隔離する。 

 

・不審者が興奮しないように、丁寧に落ち着いて対応し、あらかじめ定めた隔離場所へ誘

導する。誘導時に他の学習塾教職員も同行するよう努める。 

 

・誘導時には、スキを見せずに不審者の前を歩かないようにする。 

 

・隔離場所での対応は次の点に注意する。 

1) 不審者を先に奥へ案内し、対応者は身を守るために入り口付近に位置し、扉は開

放する。 

2) 複数の学習塾教職員で対応するよう努める。 

3) 興奮している場合は、飲み物などを出し、精神的に落ち着かせる。 

4) 他の学習塾教職員の支援や警察への通報が必要なときのサインを決めておく。 

5) 不審者を隔離できず、凶器を持ち危険な状況にある場合は、大声、ホイッスル、防

犯ベル等で応援を求めるとともに、近くにある机やイス、モップなどで防御しつつ不

審者の移動を阻止するよう努める。 

 

エ 子どもの安全優先 

 

・子どもが近くにいた場合には、不審者と子どもの間に入り、状況により子どもに逃げるよう

指示する等、子どもの生命と安全確保を最優先に行動する。 

 

・異常を察知した他の学習塾教職員は子どもを避難誘導するよう行動する。 

 

・学習塾教職員が１名の場合は、子どもに逃げるよう指示すると同時に、他の学習塾教職

員または近隣住民に知らせるよう指示する。 
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オ 負傷者確認・応急手当 

 

・負傷者を確認した場合、直ちに１１９番通報を行う。 

 

・応急措置を施し、救急車で搬送する場合は、学習塾教職員を必ず乗車させる。 

 

・けがをした子どもの保護者に、「病院名」「けがの状況」等を連絡する。また、状況に応じ、

子どもの在籍する学校にも連絡をする。 

 

カ 事後対応 

 

 緊急対策本部を設置して、次の対応及び措置をとる。 

 

・情報の収集、事件の概要の把握・整理 

 

・保護者への連絡・説明 

 

・関係当局への報告 

 

・記録の整理 

 

・カウンセラー等による心のケア 
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（平成１８年３月現在）

都道府県 部　署　名 電話番号
北 海 道 生涯学習課　社会教育グループ ０１１－２０４－５７４４（内３５－５２４）
青 森 県 スポーツ健康課　健康・給食グループ ０１７－７３４－９９０８
岩 手 県 生涯学習文化課　生涯学習振興担当 ０１９－６２９－６１７６
宮 城 県 スポーツ健康課　学校安全体育班 ０２２－２１１－３６６７
秋 田 県 生涯学習課　社会教育班 ０１８－８６０－５１８５
山 形 県 スポーツ保健課　学校保健・食育担当 ０２３－６３０－２８９２
福 島 県 教育指導領域　学習生活指導グループ ０２４－５２１－７７７６
茨 城 県 義務教育課　学校安全対策班 ０２９－３０１－５２２９
栃 木 県 学校教育課　小中学校教育担当 ０２８－６２３－３３９２
群 馬 県 生涯学習課　企画情報グループ ０２７－２２６－４６６２
埼 玉 県 生涯学習文化財課　生涯学習推進担当 ０４８－８３０－６９１４
千 葉 県 生涯学習課　総務班 ０４３－２２３－４０６８
東 京 都 計画課計画係 ０３－５３２０－６８５３
神奈川県 総務課　総務班 ０４５－２１０－８０２０
新 潟 県 総務課　総務係 ０２５－２８０－５５８４
富 山 県 生涯学習室　青少年教育班 ０７６－４４４－９６４７
石 川 県 庶務課　庶務広報グループ ０７６－２２５－１８１１
福 井 県 教育政策室 ０７７６－２０－０５５７
山 梨 県 社会教育課　青少年教育担当 ０５５－２２３－１７７４
長 野 県 教育振興課　教育改革推進ユニット ０２６－２３５－７４２３

スポーツ課　学校安全部活動担当 ０５８－２７２－１１１１（内３５８９）
スポーツ健康課　学校体育安全担当　※平成１８年度～ ０５８－２７２－１１１１（内３５９０）

静 岡 県 生涯学習企画課　教育企画班 ０５４－２２１－３６７４
愛 知 県 生涯学習課　振興・調整グループ ０５２－９５４－６７７９
三 重 県 生徒指導・健康教育室　健康教育グループ ０５９－２２４－２３３２
滋 賀 県 生涯学習課　学習支援グループ ０７７－５２８－４６５２
京 都 府 保健体育課　健康安全教育推進室指導係 ０７５－４１４－５８７６
大 阪 府 市町村教育室・小中学校課　生徒指導グループ ０６－６９４４－３８１９
兵 庫 県 社会教育課　社会教育係 ０７８－３６２－３７８２
奈 良 県 生涯学習課　生涯学習係 ０７４２－２２－１１０１（内５２７５）
和歌山県 生涯学習課　企画調整班 ０７３－４４１－３７２２
鳥 取 県 教育総務課　教育企画室 ０８５７－２６－７５０５
島 根 県 生涯学習課　社会教育振興グループ ０８５２－２２－５４２９
岡 山 県 生涯学習課　社会教育班 ０８６－２２６－７５９７
広 島 県 生涯学習課　青少年教育係 ０８２－５１３－５０１３

社会教育課　青少年教育班　　　 ０８３－９３３－４６２６
社会教育・文化財課　地域教育班　※平成１８年度～ ０８３－９３３－４６５６

徳 島 県 生涯学習政策課　学習企画担当 ０８８－６２１－３１４６
香 川 県 生涯学習課　総務・生涯学習推進グループ ０８７－８３２－３７７１
愛 媛 県 生涯学習課　成人教育係 ０８９－９１２－２９３３
高 知 県 生涯学習課　社会教育班 ０８８－８２１－４９１１
福 岡 県 企画調整課　調整班 ０９２－６４３－３８８２
佐 賀 県 社会教育課　学習振興担当 ０９５２－２５－７３５８
長 崎 県 生涯学習課　生涯学習班 ０９５－８９４－３３６３
熊 本 県 社会教育課　生涯学習係 ０９６－３３３－２６９７
大 分 県 生涯学習課　生涯学習推進担当 ０９７－５３６－１１１１（内５５２５）
宮 崎 県 学校政策課　義務教育担当 ０９８５－２６－７２３９
鹿児島県 総務課　企画調整係 ０９９－２８６－５１９１
沖 縄 県 生涯学習振興課　生涯学習班 ０９８－８６６－２７４６

山 口 県

学習塾に通う子どもの安全確保に関する
各都道府県教育委員会の連絡窓口について

　本ガイドラインの推進に当たり、事業者等の方が都道府県レベルで教育委員会と情報交換等を行う場
合、各都道府県教育委員会の窓口は以下のとおり。

岐 阜 県
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「学習塾に通う子供の安全対策推進委員会」委員名簿 

 

 

    甘利 康文   セコム株式会社ＩＳ研究所 セキュリティ 

            コンサルティンググループ グループリーダー 

 

    榎本 勝彦   栄光ゼミナール 塾長室室長 

 

    小宮 信夫   立正大学助教授 

 

    高木 幹夫   日能研代表取締役 

 

    渡邉 正樹   東京学芸大学教授 

 

    森  貞孝   全国学習塾協同組合理事長 

 

    石井 正純   社団法人全国学習塾協会会長 

 

委員長  伊藤 政倫   社団法人全国学習塾協会副会長 

 

    関  志郎   社団法人全国学習塾協会常任理事 

 

    稲葉 秀雄   社団法人全国学習塾協会専務理事 

 

（オブザーバー） 

 

    内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付青少年育成担当 

 

    警察庁生活安全局生活安全企画課 

 

    文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課 

 

    経済産業省商務情報政策局サービス産業課 
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審議の経過 

 

 

＜学習塾に通う子どもの安全対策推進委員会＞ 

○第１回（平成１８年１月１６日） 

１．これまでの取組について 

 （１）経済産業省における取組について 

 （２）社団法人全国学習塾協会における取組について 

２．政府における取組について 

 （１）警察庁における取組について 

 （２）文部科学省における取組について 

３．具体的検討課題について 

４．今後の進め方について 

５．その他 

 

 

○第２回（平成１８年２月１５日） 

１．栄光ゼミナールにおける安全対策の取り組みについて 

２．学習塾における危機管理について 

３．学習塾における危機管理に関するアンケート調査結果について 

４．学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン（仮称）案について 

５．学習塾に通う子どもの安全対策セミナーについて 

６．その他 

 

 

○第３回（平成１８年３月１５日） 

１．学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン（案）について 

２．その他 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドラインの問い合わせ先 

 

経済産業省商務情報政策局サービス産業課 

ＴＥＬ：０３－３５０１－１７９０（直通） 

http://www.meti.go.jp/ 

 

社団法人全国学習塾協会 

ＴＥＬ：０３－５９９６－８５１１ 

http://www.jja.or.jp/main.html 

 


